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随時監査の結果報告について 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199条第５項の規定に基づき随時監査を実

施したので、同条第９項の規定により、その結果を報告する。 

 

記 

 

第１ 監査の概要 

 

１ 監査の実施日  

令和３年７月７日から同月９日まで 

 

２ 監査の対象  

尾上地域の消防団(第１１分団～第１６分団) 

碇ヶ関地域の消防団（第１７分団～第１９分団、第 20分団第３部（女性消防団)） 

 

３ 監査の実施内容 

  本監査は、下記事項について関係書類との照合、検査を行うとともに、消防団員

及び関係職員から説明を聴取することにより実施した。 

 【評価項目】 

①  令和２年度における会計簿（通帳等）及び出動日誌等の整備管理状況 

②  令和３年度における機械器具の整備点検状況及び屯所内の備品の管理状況 



第２ 監査等の結果 

 消防団は、団員らの自らの地域は自らで守るという郷土愛護精神に基づき組織さ

れ、地域密着性、要員動員力、即時対応力の３つの特性を生かしながら消防防災活

動を行っている。消防団は地域の消防防災体制の要であり、常備消防のみでは対応

不可能な大規模災害時には、住民の避難支援や災害防御等も行うなど地域の安全確

保のために果たす活動に対して心から敬意を表するものである。 

監査の結果、出納管理について、収支報告書の作成について引継ぎがされていな

いなどにより、次年度より作成をお願いした分団もあったが、多くの分団において

収支報告書が作成されていたことを確認した。市担当係においては、収支報告書の

作成や団員への報告について、各分団に指導をお願いする。 

 出動日誌等の整備管理状況については、特に問題はなかった。 

 機械器具の整備点検状況については、定期的に点検されていたことを確認した。

第１２分団上猿賀機械置場の可搬式ポンプについては、経過年数も古く定期点検も

無く消火活動へ支障が生じることが想定されるので、処分又は更新を検討していた

だきたい。 

 屯所内の備品の管理状況については、備品管理簿と備品現数との相違が一部で見

られたため、適正にお願いする。 


